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●京都府議会 2016年 12月定例会で、日本共産党のかみね史朗、森下よしみ議員が行った討論

を紹介します。 

議案討論 

かみね史朗議員（京都市右京区）           2016年 12月 16日 
日本共産党のかみね史朗です。私は、議員団を代表して、第１号議案平成 28 年度京都府一般会計補正予

算（第６号）、第３号議案、京都府府税条例及び京都府産業廃棄物税条例一部改正の件、第９号議案天ケ瀬ダ

ムの建設(再開発)に関する基本計画の変更に関する意見について、第 10 号議案京都地方税機構規約変更に関

する協議の件の４件に反対し、その他の議案に賛成する討論を行います。 

 

 まず第１号議案についてです。高齢者共生型まちづくり事業費３億円は、京都版ＣＣＲＣ構想として国の

地方創生拠点整備交付金を活用して、「共生型まちづくり」の京都モデルを整備し全国に広く発信するとして

いますが重大な問題があります。 

第一に、地域住民の多世代交流や健康づくり生活支援の事業を実施するとしていますが、医療福祉の事業

者の自助努力や住民の互助の活動にゆだねて、国や地方自治体の公的な責任を放棄するものであり問題であ

ります。 

医療・介護施設の集積地をベースとして整備することが前提ですが、医療・介護施設自体、医療・介護人

材が不足し介護報酬の削減によって運営に大変な苦労をされており、健康づくりや生活支援などの事業を行

う人材や運営に要する費用を自前で確保して取り組むこと自体が無理があります。また、住民などボランテ

ィアで運営することも考えられますが、専門的な人材がいなければ責任ある事業運営が行われる保障はあり

ません。今、安倍内閣が福祉や社会保障の事業を住民の自助、互助に委ねる施策を強めていますが、今回の

高齢者共生型まちづくり事業も、その具体化であると言わなければなりません。 

 第二に、特定企業の利益追求を支援する事業としての性格が色濃くなっており問題です。構想の基本コン

セプトとして、「そこで暮らす人々にとっての魅力ある生活環境を創出」「人の流れをおこす就労環境を創出

する」とありますが、それを担うのは民間企業等を想定しています。国の地方創生拠点整備交付金も、特定

の民間営利事業者などは対象外になっているにもかかわらず、あえて対象にするよう求めていることは重大

です。府民生活・厚生常任委員会の質疑で、全国で進んでいるＣＣＲＣ構想の事業化の中で民間企業のサー

ビス付き高齢者住宅が住まいの基本になっていることを理事者も認め、その住宅建設に支援することについ

ても否定しませんでした。また、「人の流れをおこす就労環境を創出する」の名のもとに、特定企業の商品販

売などを支援することになりかねません。しかも、府内で「共生型まちづくり」の京都モデルとして手をあ

げている事業者がいますが、ホテルやロープウエーなど特定企業の開発計画と一体で提案されていると聞い
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ており、特定企業の利益追求に奉仕する危険があります。 

 次に、けいはんなプラザ産業支援基盤整備費３億 4,300 万円についてであります。理化学研究所の科学技

術ハブをけいはんなプラザスーパーラボ棟に立地し学研都市の機能を強化するというものですが、けいはん

なプラザは府内の中小企業の技術開発などを支援するための施設であり、その性格を変えて 908 億 8,000

万円もの収入を持つ日本最大級の理化学研究所に場所を提供するやり方は問題です。以上２点の理由により

１号議案に反対するものであります。 

  

次に、第３号議案についてです。京都府産業廃棄物税条例一部改正については賛成するのものです。今回

の京都府府税条例第 43 条の２の２の改正については、国の都市再開発法の改正に伴うもので、市街地再開

発事業で造成されるエリア以外の宅地等を取得した際に不動産取得税の軽減対象とするものです。 

 そもそも国の法改正の内容は、建築物の容積率や建築面積の緩和、住宅団地等の建て替えの合意要件を５

分の４から３分の２に緩和すること、容積率も 268％を 600％まで緩和されることになっており、これまで

以上に大手不動産や大企業の開発が促進されることにつながります。あわせて、住宅団地等の建て替えの合

意条件が地権者の３分の２に緩和されることによって、行政処分によって同意しない地権者も再開発組合に

強制加入させられ、土地建物に関する権利は本人の意思にかかわらず権利変換によってビルの床面積の一部

を与えられるか、補償金をもらって立ち退くかを迫られることになり、住民追い出しとともにまち壊しを加

速することになりかねません。本条例案は、そのような国の法改正に伴うものであり反対であります。 

 

 次に、第９号議案についてです。天ケ瀬ダム再開発は当初、2001 年から 2015 年まで、事業費約 330 億円

の計画でスタートしましたが、工事中に関西電力の高圧鉄塔の移設のため工期が18年まで延長されました。

そして、今回、トンネル掘削土砂から環境基準を超える鉛やヒ素の重金属等の含有岩石が検出され、さらに

地盤に脆弱層、破砕帯が見つかるなど再三工事がストップする事態となっています。 

 国交省は、今回、工期をさらに 2021 年度まで３年間延長し、事業費を約 430 億円から約 590 億円へと約

160 億円増額しました。工期の大幅延長は宇治の観光等にとっても大きな問題です。また、工事費の京都府

負担額は約 31 億円も増額され約 115 億円にも及びます。 

 本来、宇治川の治水対策は、宇治川の堤防の強化や安全対策をしっかり行うことによってなされるべきで

す。天ケ瀬ダム再開発でダムの放流量を毎秒 1,500 トンにするトンネル工事は、琵琶湖沿岸の浸水被害が１

兆 9,000 億円をかけた琵琶湖総合開発事業により激減していることなどで必要性はなくなっており、淀川水

系流域委員会の意見書でも「効果は限定的で緊急性は低い」とされているのであります。以上の理由により

第９号議案に反対であります。 

 

 次に、第 10 号議案についてです。今回の提案は、京都地方税機構へ自動車税、自動車取得税の申告書の

受付、税額調査事務の算定及び調査事務を移管し共同化するために、また自動車関係税の課税事務に要する

経費の負担方法を追加するために、税機構規約を変更しようとするものです。しかし、質疑を通じて職員の

派遣人数、経費負担額の見通しなど税機構の体制も明らかにされず厳しい人員と経費削減等が押し付けられ

る可能性があること、また課税権は共同化しないこととしているものの課税共同化を容易に実施するための

外堀を埋めることになり、課税自主権の侵害につながることが浮き彫りになりました。よって、第 10 号議

案に反対であります。 

  

追加提出の第 11 号議案から第 20 号議案は、人事委員会勧告に基づき府職員の給与を引き上げるものであ

り賛成するものですが、大卒初任給が民間水準を相当下回っているため改善が必要であり、配偶者扶養手当

の引き下げの見直しや人事委員会が 10 年連続して勧告で言及している臨時・非常勤職員の処遇改善を図る

よう求めるものです。そして、今、定年前に退職せざるを得ない職員が出ており長時間過重労働の実態も改
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善されておらず、府民公募型公共事業が執行しきれないなど、府職員の大幅削減が府民サービスにも影響を

与え府政運営に影を落としています。府民の願いに応え、市町村とともに安心安全のまちづくりや地域の活

性化を図っていく上で、公務員としての府職員の役割はかつてなく高まっています。こうした中で、わが議

員団が一貫して求めているように、正規の府職員の計画的な増員に取り組むよう強く求めるものであります。 

今回、議員報酬の引き上げも提案されていますが、本府の議員報酬は都道府県議会の中でも高水準となっ

ており、府民生活の厳しさからいって、議員報酬を引き上げることには反対であります。 

 

 第７号議案、京都府少子化対策基本計画を定める件については賛成するものですが、委員会審議で指摘し

たように、非正規雇用の既婚率は正規雇用の６分の１であるという国の調査報告を踏まえ正規雇用の拡大を

少子化対策の柱に位置付けること、子育て支援の対策は、全国の少子化を克服しつつある自治体の経験を踏

まえ経済的軽減対策など子育て世代の要望に応えた思い切った対策を講じること、国でさえ認めている潜在

的待機児童数の解消を対策に位置付け認可保育所の増設に全力をあげることを求めておきます。 

 なお、本議会で議論となった２つの問題について指摘しておきます。１つは亀岡スタジアム計画について

です。11 月 22 日に開催された亀岡市主催の説明会において、治水問題や税金の支出問題など多くの疑問や

質問が出されスタジアム計画について亀岡市民の合意ができていないことが浮き彫りとなりました。また、

本日、世界自然保護基金ジャパンをはじめ、日本自然保護協会、日本生態系協会、日本魚類学会など全国的

な自然環境保護に関わる 56 団体が「亀岡市都市計画公園及び京都スタジアム（仮称）の整備計画等に関す

る意見書」を発表し知事と亀岡市長に届けられました。この中では、「新たにスタジアムを建設する場合の地

下水への影響調査と保全対策の検討が不可欠である」「アユモドキ等の保全の観点から専門家会議の科学的検

討・評価に基づきながら関係機関、関係部局が連携し一体として検討すべきである」などと述べられ、アユ

モドキの保全のために慎重で科学的な検討を求めています。こうした新たな状況を踏まえれば、亀岡スタジ

アムの強引な計画推進をやめ白紙に戻して検討し直すことこそ必要であることを改めて指摘しておきたいと

思います。 

 もう一点は、北陸新幹線の延伸問題です。与党ＰＴの調整によって、敦賀大阪間については小浜京都ルー

トの公算が強くなっていますが、この問題は、格差と貧困が深刻化する国民生活の中で新幹線の建設という

大型公共事業を優先して取り組むべきか、国民生活の苦難解決を最優先で取り組むべきかどうかの選択が問

われる問題であります。わが党議員団は、国民の苦難が増す中で国民生活を擁護することにこそ最優先で税

金を使うべきであると考えます。その点では、府民生活よりも大型公共事業を優先する府政のあり方がきび

しく問われているということを指摘しておきたいと考えております。 

 

 さて、いよいよ今年も年の瀬を迎えましたが、カジノ法案や年金カット法案、ＴＰＰ関連法案の強行、安

保法制に基づく駆けつけ警護の発動など安倍内閣の強権政治に対して、国民多数が不安の声、怒りの声をあ

げています。京都府政が安倍内閣の政治に迎合していることに対しても府民の批判が広がっています。国民

の声に耳を傾けない政治に決して未来はありません。来年こそ、国民の願いに応える希望ある未来を開くた

め日本共産党議員団は、広範な府民のみなさんと力を合わせて頑張りぬくことを表明し私の討論を終わりま

す。ご清聴ありがとうございました。 
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意見書案討論 

森下よしみ議員  （八幡市）         2016年 12月 16日 

日本共産党の森下由美です。ただいま議題となっております 19意見書案のうち、３会派提案の、「安心な

社会保障と強い地域経済を構築するための地方財政措置を求める意見書（案）」、「『米政策改革』に対する稲

作農家の不安を払拭し担い手経営の安定等の確保を求める意見書（案）」、及び「厚生労働省における受動喫

煙防止対策強化措置について配慮を求める意見書（案）」の３件に反対し、他の意見書案には賛成の立場から

討論を行います。 

まず、わが党提案の「沖縄県米軍北部訓練場ヘリパッド建設に関する意見書（案）」と「陸上自衛隊福知

山射撃場の米軍による共同利用の撤回を求める意見書（案）」についてです。12月 13日、米海兵隊所属のオ

スプレイが名護市で墜落大破する事故が発生しました。ところが在沖米軍トップは、「県民や住宅に被害を与

えなかったことは感謝されるべきだ」と、占領意識を丸出しの暴言を吐き、県民の怒りを逆撫でしています。

同じ日に、別のオスプレイが普天間基地に胴体着陸していたことも明らかになりました。日本政府がオスプ

レイの安全性を繰り返し宣伝し、配備を進んで容認してきた責任は極めて重く、今回の墜落事故は、沖縄に

とどまらず、全国各地の住民の安全にも関わる重大な問題となっています。 

沖縄は、1972年の祖国復帰後も米軍基地が増え続け、米軍基地由来の重大事故、犯罪が絶えず、今年４月

28日には 20歳の女性が殺害され遺体が捨てられる痛ましい事件が発生しました。「これ以上米軍基地はいら

ない」「高江のオスプレイ着陸帯建設は中止を」という沖縄の民意を土足で踏みつけにし、強権的に推し進め

る政府の姿勢に、「オール沖縄」の怒りはいよいよ沸点に達しています。 

安倍政権は、沖縄の辺野古新基地や、高江のオスプレイ発着ヘリパッドの建設、伊江島補助飛行場でのＦ

３５Ｂステルス戦闘機などの訓練場拡張などを強権的に行なっています。さらに本土では、米海兵隊岩国基

地や米海軍横須賀基地などの部隊の増強が行なわれています。京都府内においても経ヶ岬米軍レーダー基地

設置とともに、先月 29日からは自衛隊福知山射撃場の共同利用が開始されています。 

すでに米軍レーダー基地設置の際の府民の安全を守る対策は次々に反故にされ、交通事故が相次いでいる

中で、12 月 10 日には米軍属がスマホを見ながらの運転で事故を起こし、３名の地元の方が重軽傷を負う重

大事案が発生しました。そのようなもとで、自衛隊福知山射撃場の共同利用でも、地元の安全が脅かされる

危険があります。さらに地位協定によって、今後も府内の自衛隊基地の共同利用が進む可能性が危惧されて

います。各地で被害をもたらし、地域経済発展の障害になっている、米軍基地拡大と日米軍事協力の拡大を

くい止める必要があります。 

 

次に、「原発再稼働・老朽原発の運転延長中止、核燃料サイクルからの撤廃を求める意見書（案）」につい

てです。福島第一原発事故から５年９カ月が経過しましたが、いまだに収束のめどが立っていません。そう

いうなかで、事故の処理費用が、当初の見込みの約２倍の 21.5兆円にもなり、経済産業省が、その費用を消

費者の電気料金や「新電力」にも負担を求める方針を打ち出したことに、怒りの声が巻き起こっています。 

また、福島事故後の法律改定で原発の運転は「原則 40 年」と明記されたのに、原子力規制委員会がこの

原則をなし崩しにしていることは重大です。老朽原発の運転延長の背景には、原発の運転で利益を確保した

い電力業界の思惑とともに、「重要なベースロード電源」として原発依存を続ける政府の姿勢があります。 

政府は、原発依存の姿勢を改め、原発再稼働と老朽原発の運転延長を中止し、廃炉にふみだすべきです。 

高速増殖炉もんじゅは、ナトリウム漏れ・火災事故や約１万件の点検漏れなど、事故・事件を繰り返してき

ました。高速増殖炉開発の失敗と核燃料サイクル路線の破たんは明らかです。いま国内には、約１万８千ト

ンの使用済み核燃料があり、原発を再稼働させれば使用済み核燃料は際限なく増え続け、その処理ができな

ければ、６年程度で貯蔵限界に達し原発も稼働できなくなります。だから、政府は核燃料サイクルに固執す
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るのです。この矛盾を解決するには、原発再稼働を断念し、原発ゼロを決断することです。そして、高速増

殖炉もんじゅは直ちに廃炉にし、核燃料サイクルから撤退すべきです。 

 なお、東日本大震災の自主避難者のみなさんの切実な要望にこたえて、公営住宅等への入居期限を撤廃し、

継続して住み続けられる条件を整えるよう求めます。 

 

次に「カジノ解禁推進法の撤回を求める意見書（案）」についてです。 

 カジノはそもそも賭博であり犯罪です。賭博は歴史的にも多くの事件や人々の不幸を招いてきました 

 この法律は、民間事業者が営利目的で賭博場を開くことに道を開こうとするものであり、極めて重大です。

とりわけギャンブル依存症の問題は深刻です。賭博を解禁しておいて、ギャンブル依存症を増やさない方法

などありません。依存症を増やさない唯一の方法は、カジノ・賭博そのものを解禁しないことです。そして

カジノ法案を成長戦略に位置づける政府の姿勢は大問題です。大多数の国民が反対する中で、法案の審議を

一方的に打ち切り、採決を強行するなど断じて許されません。厳しく抗議するとともに、撤回を強く求める

ものです。 

 

次に、「年金制度の改悪中止を求める意見書（案）」、および「医療・介護の国民負担増計画の中止を求め

る意見書（案）」についてです。 

政府与党は 12月 14日、臨時国会の焦点とされていた年金カット法案を、日本維新の会の協力も得て強行

成立させました。高齢者の暮らしのみならず、現役世代の将来設計にも重大な影響を及ぼす大問題であり、

数の力でゴリ押しすることは許されません。国民の６割に上る反対世論を無視した暴挙であり、断固糾弾す

るものです。 

安倍政権による高齢者いじめは、年金問題にとどまりません。医療・介護をめぐっては、この間の社会保

障審議会等で、とりわけ高齢者をねらいうちにした負担増の計画が検討されています。年金がどんどんカッ

トされた上に、医療や介護にかかるお金が２倍、３倍と増やされれば、“下流老人”といわれるほど深刻な高

齢者の貧困化に拍車がかかることは、言うまでもありません。そうでなくても、｢後期高齢者医療｣保険料の

滞納者が 24万人、正規の保険証がもらえない人も２万５千人に達しているのです。 

貧困と格差を広げる大改悪を、「世代間の公平化」の名で正当化することは許されません。現役世代の将

来不安を解消するためにも、「年金カット法」については撤回し、低年金の底上げと最低保障年金の導入など、

真に安心できる制度への改善を進めること、医療・介護における国民負担増計画は中止することを求めるも

のです。 

なお、３会派提案の「安心な社会保障と強い地域経済を構築するための地方財政措置を求める意見書（案）」

は、削減された地方交付税の増額、自公政権による社会保障費抑制政策の転換など、国に求めるべき中心問

題には触れない一方、安倍内閣が進める「地方創生」の推進を前提とし、そのために必要な財政措置を国に

求めるものとなっているため反対です。 

 

次に、「ＴＰＰ批准に反対する意見書（案）」についてです。 

世界の動向をみても、ＴＰＰを推進してきたオーストラリアやベトナムなどで、「この協定では自国民の

利益を守れない」という懸念、危機感が強まり、慎重な姿勢に変わりました。 

国会の参考人質疑では、北海道がんセンターの西尾正道名誉院長が医療の分野から発言され、患者負担の

増大、民間医療保険の拡大などで、「国民皆保険は実質的に崩壊する」「お金よりも、命を大切にする発想に

切り替えるべきだ」と述べました。 

このような国会審議を通して、ＴＰＰの問題が国民に明らかになる中で、各種メディアも「審議するほど

今国会での承認に反対が増えている」と、世論調査の結果を報道しています。 

あらゆる分野で主権を損なう亡国のＴＰＰではなく、各国の経済主権・食料主権を尊重し、国民のくらし
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を守る平等・互恵の貿易・投資のルールこそが求められているのではないでしょうか。 

 

次に「コメの生産調整（減反政策）と戸別所得補償の廃止に反対する意見書（案）」についてです。 

政府は、2018年よりコメの生産調整（減反政策）と戸別所得補償の廃止に踏み出そうとしています。農業

の現場からは、「米価が暴落し、地域農業が崩壊してしまうのではないか」という不安の声があがっています。

衆議院参考人質疑で、山形県の農家組織・庄内こめ工房の斎藤一志代表取締役は、政府が生産調整廃止方針

を示し米価暴落を放置したことに、「暴落は非常にきつい。大規模農家がやめるといっている」と訴え、もう

すでに深刻な影響が出ていることが示されています。 

 また、コメの直接支払交付金制度は、民主党政権のときに、戸別所得補償政策として創設されものです。

コメの生産調整と戸別所得補償が廃止されてしまったら、日本と京都の稲作農家が深刻な影響を受けること

は間違いありません。 

なお、３会派提案の「『米政策改革』に対する稲作農家の不安を払拭し担い手経営の安定等の確保を求め

る意見書（案）」は ＴＰＰ推進に向けて、農業破壊を進める政府の「コメ政策改革」の推進を前提としたも

のであり反対です。 

 

次に「労働基準法改悪に反対する意見書（案）」と「実効ある給付制奨学金の創設等を求める意見書（案）」

についてです。 

京都で、昨年から、学費・奨学金・ブラックバイトの問題を「全世代に関わる問題」として活動をしてい

る LDA-KYOTOの皆さんは、シンポジウムなどで実態を共有し、発信しながら活動を大きく広げています。先

日、昨年に続いて文部科学省、厚生労働省への要請とともに、国会議員への要請行動に取り組まれました。

こうした運動の広がりの中、「自分さえ我慢すればいい」と、誰にも相談せず抱え込んでいた若者が、「自分

と同じ人がいる」「声をあげていいんだ」と気付き、ともに声を上げ始めています。そして声に押されて、国

において給付制奨学金の検討が始まったことは前進です。しかし、文部科学省の中間まとめを見ると、児童

養護施設退所者、里親出身者、生活保護世帯、住民税非課税世帯などを限定していることからも明らかなよ

うに、学ぶ権利の保証とは程遠いものとなっています。 

 一方政府は、「働き方改革」の名の下に、労働時間規制、残業代規定、休暇時間規制、休日規制などをこと

ごとく適用除外にする「高度プロフェッショナル制度」の創設、労使間での合意のみで、残業代ゼロでいく

らでも働かせることが出来る「企画業務型裁量労働制」の営業職への適用拡大といった、労働法制の大改悪

まで狙っています。 

 今求められているのは、高すぎる学費の引き下げ、学ぶ権利を保証する給付制奨学金制度の創設。そして、

労働時間の上限規制、一定以上の休息時間の義務化、使用者の労働時間管理義務の厳格化といった、実効性

ある長時間労働規制を直ちに導入することです。 

なお民進党が対案として提案された「雇用の安定化を求める意見書案」は、基本的にわが党提案意見書と

同じ内容であり、賛成するものです。共同で提案できるものであったのではなかったかと思われます。 

 

「少人数学級の実現と教員定数の拡充を求める意見書（案）」ですが 

すべての子どもたちへのゆきとどいた教育の実現へ、すべての学年での 35 人学級の実施は、もはや一刻

の猶予も許されません。貧困と格差が広がるもとで、いじめや校内暴力の深刻化など、さまざまな要因でき

め細かなケアが必要な子どもが増えています。 

国の財政措置としては、35人学級実施で小学校２年生までとなっていますが、文部科学省も学習集団と教

育効果について、「学習集団が小さいほど正答率や自己肯定感、児童生徒の落ち着きが高くなる」と認めてい

ます。 

 子どもたちによりきめ細やかな対応や、よりゆきとどいた教育がすすめられるよう、35人学級など少人数



 8 

学級の拡充を強く求めるものです。 

 

わが党提案の意見書案への同僚議員の賛同をお願いいたしまして、討論を終わります。ご清聴ありがとう

ございました。 
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【意見書案第１号】可決 提案：自民・公明・民進 賛成：自民・公明・民進・維新 反対：日本共産党 
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【意見書案第２号】可決 提案：自民・公明・民進 賛成：自民・公明・民進・維新 反対：日本共産党 
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【意見書案第３号】可決 提案：自民・公明・民進 賛成：全会派 
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【意見書案第４号】可決 提案：自民・公明・民進 賛成：全会派 
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【意見書案第５号】 可決 提案：自民・公明・民進 賛成：全会派 
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【意見書案第６号】否決 提案：日本共産党 賛成：日本共産党 反対：自民・公明・民進・維新 
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【意見書案第７号】可決 提案：自民・公明・民進 賛成：自民・公明・民進・維新 反対：日本共産党 
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【意見書案第８号】否決 提案：日本共産党 賛成：日本共産党 反対：自民・公明・民進・維新 
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【意見書案第９号】否決 提案：民進党 賛成：日本共産党・民進 反対：自民・公明・維新 
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【意見書案第 10号】否決 提案：日本共産党 賛成：日本共産党 反対：自民・公明・民進・維新 
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【意見書案第 11号】否決 提案：民進党 賛成：日本共産党・民進 反対：自民・公明・維新 
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【意見書案第 12号】否決 提案：日本共産党 賛成：日本共産党 反対：自民・公明・民進・維新 
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【意見書案第 13号】否決 提案：日本共産党 賛成：日本共産党 反対：自民・公明・民進・維新 
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【意見書案第 14号】否決 提案：日本共産党 賛成：日本共産党 反対：自民・公明・民進・維新 
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【意見書案第 15号】否決 提案：日本共産党 賛成：日本共産党 反対：自民・公明・民進・維新 
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【意見書案第 16号】否決 提案：日本共産党 賛成：日本共産党 反対：自民・公明・民進・維新 
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【意見書案第 17号】否決 提案：日本共産党 賛成：日本共産党 反対：自民・公明・民進・維新 
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【意見書案第 18号】否決 提案：日本共産党 賛成：日本共産党 反対：自民・公明・民進・維新 
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【意見書案第 19号】否決 提案：日本共産党 賛成：日本共産党 反対：自民・公明・民進・維新 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


